
若者の政治参加を促進する抜本的改革を求める意見書 

 

 我が国の被選挙権年齢は、公職選挙法により衆議院議員・地方議会議員につい

ては満２５歳以上、また参議院議員については満３０歳以上と規定されている。

この被選挙権について、最高裁判所においては、被選挙権は選挙権と表裏一体の

関係にある重要な権利であり、被選挙権（立候補の自由）は「憲法第１５条１項

の趣旨に照らし、基本的人権の一つとして、憲法の保障する重要な権利である」

（最大判昭和４３年１２月４日）との見解が示されている。 

我が国では、成人年齢および選挙権年齢である満１８歳になると、親の同意な

しに会社を設立し代表取締役に就任することが可能となり、また裁判員や検察審

査員として重大な刑事事件等にも関与することが出来るにも拘らず、被選挙権年

齢は満２５歳以上となっている。 

よって政府においては、様々な権利が得られると同時に相応の義務を負うこと

になる成人年齢との均衡を踏まえ、被選挙権年齢については引き下げ、若者の政

治参画を促進するための議論を行うよう要望する。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

令和７年６月２３日 

河内長野市議会 


